
政策評価の取組概要について 

 
１ 評価視点  美里町総合計画は２４の政策、６３の施策から構成されている。政策評価は、「政策・

施策形成過程における事務事業の有効性」を評価するものとする。 
 
２ 評価方法  具体的な評価方法については、「政策・施策形成に係る進行管理調書」を基に、政策評

価委員会としての意見を提出するものとし、施策の特性や性質に応じては、継続的な

調査・研究等を行うものとする。 
 
３ 評価対象  評価対象とする施策については、施策目標の進捗状況等を考慮し、評価対象施策を別

途抽出して実施するものとする。 
 
４ 実施時期  平成２６年度当初予算編成までを原則とするが、施策の特性や性質に応じ、継続的な

調査・研究等を要するものは、この限りでない。 
 
５ その他   「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２７条第１項の規定により、「効果的

な教育行政を推進し、地域住民への説明責任を果たす」ことを目的に、教育委員会が

その権限に属する事務及び執行の状況について、自ら点検及び評価を行うことが定め

られている。また、同法において、学識経験者の知見の活用を図ることとしており、

このことから、教育委員会が所管する施策については、本政策評価の対象から除くも

のとする。ただし、スポーツに関する事務及び文化に関する事務については、この限

りでない。 
 

～地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）～ 

 

 （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に

委任された 事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職員

等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければ

ならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用を図るものとする。 

 

資料５ 


